
 

熊本市市民参画と協働の推進条例素案 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、熊本市自治基本条例（平成２１年条例第３７号）第３１条の規

定に基づき、本市における情報共有を前提とした参画と協働を拡充推進するための

基本的な事項を定め、もって住民自治の一層の推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 参画 施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをい

う。 

(2) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、

協力することをいう。 

(3) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 本市の区域内に住所を有する者 

イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 

ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体 

(4) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委

員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。 

(5) パブリックコメント 市の計画、条例、規則、制度等（以下「計画等」という。）

の素案、選択肢、論点等（以下「素案等」という。）を施策の立案過程において広



 

く公表し、市民が多様な意見、情報、専門的知識等（以下「意見等」という。）を

提案し、又は提供する機会を設け、市民から提出された意見等を考慮して計画等

の検討を行うとともに、検討結果についても広く公表する一連の手続をいう。 

(6) 審議会等 市政運営上一定の役割を担う組織化された機関であって次に掲げ

るものをいう。 

ア 調停、審査、審議又は調査等を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第   

６７号）第１３８条の４第３項及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第１４条の規定に基づき、法律又は条例の規定により設置された附属機関 

イ 市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が設置した懇談会

等 

(7) ワークショップ 特定のテーマや課題に対応するため、具体的課題の抽出及び

解決等について、集団による共同作業や話合いを通じて意見等の集約を図る手法

をいう。 

(8) コミュニティ活動 地域又は共通の関心によってつながった多様な組織及び

集団が身近な課題を解決するために行う活動をいう。 

（情報共有） 

第３条 市民及び市長等は、市民の参画（以下「市民参画」という。）と協働を拡充推

進するため、情報共有に努めるものとする。 

２ 市長等は、市政に関する正確でわかりやすい情報を迅速に提供し、これを市民が

容易に得られるよう努めるものとする。 

第２章 市民参画 

（市民参画の拡充推進） 

第４条 市長等は、積極的に市民参画の機会を設け、市民の意見等を施策へ反映する

よう努めるものとする。 

２ 市民及び市長等は、信頼関係の下自らの役割と責任を認識し、積極的に市民参画

に取り組むよう努めるものとする。 

（市民参画の対象） 

第５条 市長等は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、市民参画の機会を設けな

ければならない。 

(1) 総合計画その他市の基本的な施策を定める方針又は計画の策定又は変更 



 

(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような条例、規則等

又は行政指導指針等の制定又は改廃 

(3) 前２号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影

響を及ぼすような施策に関する事項の策定又は変更 

２ 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市

民参画の機会を設けないことができる。 

(1) 軽易な変更等に係るとき。 

(2) 法令の規定により施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行う

とき。 

(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収等に関するとき。 

(4) 組織、人事その他市長等の内部の事務処理に関するとき。 

(5) 施設、設備等の設置及び管理運営に関する条例、規則等又は行政指導指針等の

制定又は改廃を行うとき。 

(6) 緊急その他やむを得ない理由があるとき。 

３ 市長等は、前項第６号の規定により市民参画の機会を設けなかった場合において、

市民からその理由を求められたときは、当該市民に対し、これを説明しなければな

らない。 

４ 市長等は、予算に関する事項その他の第１項各号に該当しない事項においても、

市民参画の機会を設けるよう努めるものとする。 

（市民参画のための手法） 

第６条 市民参画のための手法は、次に掲げるとおりとする。 

(1) パブリックコメント 

(2) 審議会等 

(3) アンケート 

(4) 説明会 

(5) ワークショップ 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める手法 

２ 市長等は、より効果的で新たな市民参画のための手法について必要な調査研究を

行うよう努めるものとする。 

（市民参画の実施） 



 

第７条 市長等は、前条各号に掲げる市民参画のための手法のうちから、事案の内容

等に応じ効果的なものを選定し、これを適切な時期に実施するものとする。 

２ 市長等は、市民参画を実施しようとするときは、次に掲げる事項に留意するもの

とする。 

(1) 市民の多様な意見等を求めるため、特に必要があると認められるときは、複数

の手法を併用すること。 

(2) 特定の地域を対象とする施策については、対象となる地域に関わりのある市民

が参画できるようにすること。 

（公表） 

第８条 市民参画を実施するに当たっては、次の各号のいずれかに掲げる方法により、

あらかじめその目的、実施時期その他必要と認める事項を公表し、実施後は、その

結果について公表するものとする。 

(1) 市の窓口での閲覧 

(2) 市のホームページへの掲載 

(3) 市の広報紙への掲載 

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

(5) 前各号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法 

（パブリックコメントの対象） 

第９条 市長等は、第５条第１項各号に該当する事項のうち広く市民から意見等を求

める必要がある事項について市民参画を実施しようとするときは、パブリックコメ

ントを含めなければならない。 

（パブリックコメントの実施） 

第１０条 市長等は、パブリックコメントを実施しようとするときは、対象とする計

画等の素案等を公表しなければならない。 

２ 市長等は、素案等を公表するときは、次に掲げる事項を記載した概要を付するよ

う努めなければならない。 

(1) 策定の趣旨、目的及び背景 

(2) 素案等の要点 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市民が素案等を理解するため市長等が必要と認め

る資料 



 

３ 市長等は、パブリックコメントの実施により提出された意見等を考慮して、対象

となる計画等に関する決定を行うものとする。 

４ 市長等は、前項の決定を行ったときは、提出された意見等及びこれに対する市長

等の考え方並びに修正した内容（素案等を修正した場合に限る。）を公表しなければ

ならない。ただし、提出された意見等が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

(1) 賛否の結論のみを示した意見 

(2) 対象とする計画等に合致しない意見等 

(3) パブリックコメントの実施の際に指定した手続を経ないで提出された意見等 

(4) 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第７条各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）に該当する意見等 

５ 市長等は、パブリックコメントを実施したにもかかわらず意見等の提出がなかっ

た場合は、その旨を公表しなければならない。 

（審議会等） 

第１１条 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの構成員については、審議会

等その他これに準ずるものの設置目的を踏まえ、市民の幅広い層から必要な人材を

選定するとともに、公募等により選定された者を積極的に加えるよう努めなければ

ならない。ただし、法令の規定により構成員の構成が定められている場合その他の

事由がある場合は、この限りでない。 

２ 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの会議（以下「会議」という。）を開

催する場合は、開催日時、場所等を公表しなければならない。ただし、緊急に開催

するときその他やむを得ない理由があるときは、公表しないことができる。 

３ 会議は、公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1) 不開示情報を含む事項について審議等を行うとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、公にすることが適当でないと認められる事項につい

て審議等を行うとき。 

４ 市長等は、会議が開催されたときは、速やかに会議録を公表するものとする。た

だし、前項各号に該当するときは、この限りでない。 

第３章 協働 



 

（協働の取組の拡充推進） 

第１２条 市民及び市長等は、それぞれの特性や立場を理解した上で、対等な立場で

相互に補完し、協働の取組を拡充推進するよう努めるものとする。 

２ 協働の取組は、事業ごとの目的及び目標を共有し、事業の協力や協定の締結等の

多様な形態のうち、効果的なものにより行うものとする。 

（協働における市民の役割） 

第１３条 協働の取組を行うに当たって、市民は、社会との調和に努め、活動の充実

に取り組むとともに、必要に応じ市長等及び他の市民と連携し、協力するよう努め

るものとする。 

２ 市民は、自主性及び自立性をもって協働の取組を推進するとともに、その取組が

広く市民に理解されるよう努めるものとする。 

（協働における市長等の役割） 

第１４条 市長等は、市民の自主性及び自立性を尊重しながら、必要に応じ協働が円

滑に進むための環境づくりに努めるものとする。 

（協働のための提案） 

第１５条 市長等は、市民及び市長等が協働の取組を相互に提案するために必要な制

度を整備するよう努めるものとする。 

第４章 コミュニティ活動 

（自主自立のコミュニティ活動）   

第１６条 市民及び市長等は、市民が自主的で自立したコミュニティ活動を継続して

行うための環境づくりに努めなければならない。 

（人材の育成支援） 

第１７条 市長等は、コミュニティ活動に関して市民が広く学べる機会を設けること

その他コミュニティ活動を担う人材の育成に必要な環境づくりに努めるものとする。 

（活動の場の整備等） 

第１８条 市長等は、コミュニティ活動を支援するための拠点を整備するとともに、

地域の公共施設等を活用し、コミュニティ活動の場の提供に努めるものとする。 

２ 市長等は、コミュニティ活動の場として民間の施設等を活用できるよう広報及び

啓発に努めるものとする。 

（活動資金等の支援） 



 

第１９条 市長等は、コミュニティ活動の自立性を妨げない範囲内でその活動に要す

る資金の助成その他財政的支援に努めるものとする。 

（施策の総合的な実施） 

第２０条 市長等は、コミュニティ活動の推進に関する施策を総合的に実施するよう

努めるものとする。 

（合意形成） 

第２１条 市民及び市長等は、小学校区等の身近な地域や環境保全、福祉の増進等の

特定の分野における課題の解決に向けて円滑な合意の形成ができるよう取り組むと

ともに、市長等は合意の形成過程において必要な支援に努めるものとする。 

第５章 市民参画と協働の検証 

第２２条 市長等は、市民参画と協働の取組に関し毎年度進行状況の管理を行うとと

もに、当該取組の結果を毎年度第８条の規定に準じて公表するものとする。 

２ 市長等は、市民参画と協働の取組を検証し、その結果を第８条の規定に準じて公

表するものとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。   

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （見直し） 

２ 市長は、この条例の施行後１年を目途として、この条例の規定について見直しを

行い、適切な措置を講ずるものとする。 


